
　千葉県ライフル射撃協会　会長殿 　　1　守るべきことは正しく守ろう。

支部名： 　　　　　法律、規則はむろん、役員や先輩の指導、指示をきちんと守ろう。あやまちは正し、

申請者： 印 　　　　　すべてを気持ちよく守ることが射撃の第一歩である。

支部責任者： 印 　　2　信ずること、射は心なり。

推薦者： 印 　　　　　役員、コーチ、先輩の言葉、特に己を信じよう、自分の銃や弾丸も信頼しよう。標的には

　　　　　己の心が表れる。一発に心しよう。信ずることは技術の向上につながる。

　私は千葉県ライフル射撃協会の綱領に賛同し、スポーツとしての射撃を楽しみたいので 　　3　礼儀を重んじよう。

所定の入会金及び会費をそえて入会を申し込みます。 　　　　　役員、先輩、射座、標的にも礼を尽くし、競技の特殊性を考え、すべての範となるよう心

住所、連絡先の変更や、千葉県外への移籍、退会等　の異動時は、所属支部に必ず連絡します。 　　　　　がけよう。先輩を敬い後輩には親切にしよう。礼を重んずることは人格の向上につながる。

日本ライフル射撃協会より推薦を受けている場合、＊項目の異動時には県の推薦委員に連絡します。 　　4　責任と義務を果たそう。

県協会用 変更時の連絡には、異動届を提出します。 （支部経由） 　　　　　弾痕、標的は己の責任であり射座の片付け、射撃場の清掃等も射手の責任である。

　　　　　すべての行動に責任を持とう。諸書類の準備や提出、諸申請、会費の納入、競技会の

ふりがな 　　　　　手伝い初心者の指導等は義務である。みずから進んで行動しよう。

＊ 　　5　規律を正しくしよう。

　　　　　平素より規律正しい行動を取ろう。先輩等には進んで挨拶しよう。きちんとした行動は

現住所　　〒 　　　　　すべてを明るくする。正しい規律の下に和と団結がある。皆で楽しい射撃をしよう。

＊

固定電話／FAX PCメール

銃種、　射撃歴、　　級、段（種目）等

携帯電話 携帯メール

生年月日 和暦（西暦）　　　　　　　　　　　        （　　　　　　）年　　　月　　　日

歳

勤務先／学校（年度切り替え時は、入社先もしくは進学先）

千葉県ライフル射撃協会　会費；　入会金　2,000円。年会費　3,000円

* 平日連絡の取りやすい電話番号 （生徒、学生及び　新卒業生については、入会金免除）

支部会費：各支部の規定による。 支部（原則：住居または職場の有る市、地域より選択）

日本ライフル射撃協会用（入会しない場合は、記載しないでください。）　　　 10支部； 北西地域： 松戸、市川、船橋、習志野、柏、八千代

入会区分 新規（県ラ入会同時・　県ラ経年後）　　・　移籍［移籍情報を記載］ 中央： 千葉、印旛 県東： 茂原 県南： 市原

移籍前所属：都道府県（　　　　　　　）。高校（　　　　　　　　　）。学連（　　　　　　　大学） 日本ライフル射撃協会　会費

　大学、専門学校等（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） 社会人　　 入会金　5,000円、年会費　10,000円

移籍前（現）　日ラ　ID： 学生　　　　 入会金　1,000円。年会費　3,000円

移籍・登録区分　　一般・　学生　　　　　／学生は学生証コピーを添付ください。 移籍料　 500円 （他県からの移籍、区分の移籍／学連または生徒　から　一般、学生の場合等）

＊ 本籍 ＊学生・・学校法人かつ登録年の4/1現在で２５歳未満の場合

　　予備校や企業の私学校でも学校法人で、学生証が発行される場合は学生扱いにできます。

勤務先／学校（年度切り替え時は、入社先もしくは進学先。不明時は後日連絡）

＊ 勤務先名 電話 県登録担当　記入欄

　入会受理日：

　入会届（写）返信日：

申請者情報

千葉県ライフル射撃協会　　綱領

射　撃　歴-その他

入　会　届／　状　況　表
　　年　　　月　　　日

2019/5/5更新

移籍情報

氏名
男 ・ 女

　固定電話・携帯電話・その他（連絡先名；　　　　　　　　　　　　　　　電話番号：　　　　　　　　　　　　　　）


